
 

 

社会福祉法人自洲会 役員等報酬規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人自洲会の役員、評議員及び評議員選任解任委員（以

下、役員等）が理事会、評議員会及び評議員選任解任委員会への出席および監事監査実施

（以下、理事会等）の報酬等について定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 本規程でいう役員等とは、理事、監事、評議員、評議員選任解任委員をいう。 

 

（理事会等の出席報酬等） 

第３条 役員等が理事会等に出席したときは、次により報酬及び実費弁償費を支払うこ

とができる。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対し

て報酬等は支給しない。役員等の報酬の各年度の総額は以下の額を超えない範囲で支給す

るものとする。 

（１）理事 ３０万円 

（２）監事 ２０万円 

（３）評議員 ３５万円 

（４）評議員選任解任委員 １０万円 

 

 報    酬 （日額） 費 用 弁 償 （日額） 

出 席 報 酬 １０,０００円 交通費実費 

 

（監事監査の報酬等） 

第４条 監事が監事監査を実施したときは、報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 

 報    酬（日額） 費 用 弁 償 （日額） 

監事監査報酬等 １０,０００円 交通費実費 

 

（退任慰労金） 

第５条 役員等が退任する場合は下記のとおり退任慰労金を支給することができる。 

在任期間 ５年以上１０年未満 ５０,０００円 

在任期間 １０年以上 １００,０００円 

 

 



 

 

（出張旅費） 

第６条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別に定める旅費規程によ

り旅費等を支給することができる。 

 

（報酬等の支給方法） 

第７条 役員等に対する報酬は理事会等、監事監査など法人施設運営のための業務にあ

たった都度、支給する。 

２ 報酬等は現金により本人に支給する。 

 

（常勤の役員等の報酬） 

第８条 当法人には常勤の役員等は置かないため、この規程には定めない。なお、今後

常勤の役員等を置く場合には評議員会の承認を得て、この規程に定めるものとする。 

 

（公表） 

第９条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める

報酬等の支給の基準として公表する。 

 

（改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、評議員会の承認を得て行う。 

 

 附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日より適用する。 

 この規程は、平成３０年１１月２１日より適用する。 

 この規程は、令和４年６月２９日より適用する。 

 


